
ホイール・ボルト折損による大型車の車輪脱落事故が増加しています！
大型車の使用者は、規定トルクでのホイール・ナット締付け等、適切な車両管理の徹底をお願いします。

平成27年12月の東京都豊島区池袋でのバス火災事故をはじめ、
年末年始から同種事故が多発しました。
事業用バスの車両火災は、平成15年1月から平成27年12月
末までに事業用で222件発生しており、なかには、車両が全焼に
至るケースも見られ、一歩間違えれば大惨事となりかねません。



2017自動車点検整備推進運動

●自動車の使用者又は自動車を運行する者は、１日
１回、その運行の開始前において、日常点検をし、
必要に応じて整備をしなければなりません。

●自動車の使用者は、定期的（３か月ごと）に点検
をし、必要に応じて整備をしなければなりません。

運送事業者は、自動車を保安基準に適合するよう維持しなければならないこととなっており、そのためにも
①日常点検整備、②定期点検整備の実施が必要です。（道路運送車両法第４７条、第４７条の２、第４８条、貨
物自動車運送事業輸送安全規則第１３条、旅客自動車運送事業運輸規則第４５条）

〈 点検検例例 〉 ホホイイールル・ボボルルト関関係係のの点検検検内容〈 点検例 〉 ホイール・ボルト関係の点検内容

増し締めの実施
締付け後は初期なじみによってホイー
ルナットの締付け力が低下します。
50～100km 走行後を目安に増し締め
を行います。
ねじの締付け方向を
確かめて締付けます

JIS 方式（球面座）
ダブルタイヤの場合

①アウター
ナットを
緩めます。

②インナー
ナットを
締付けます。

③アウター
ナットを
締付けます。

この図は右側タイヤの場合です。

上記の点検例を含む日常点検・定期点検を確実に実施し、自動車事故防止に努めましょう！

点検・整備

行政処分基準（平成29年3月時点）


